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問問い合わせ先　☎　電話番号

国
民
健
康
保
険
税
納
付
済
通
知

書
は
が
き
の
郵
送
時
期
変
更

問
国
民
健
康
保
険
課
後
期
高
齢

係☎  
内
線
３
７
２
４

国
民
健
康
保
険
税
納
付
済
通
知

書
は
が
き
に
つ
い
て
、対
象
者
に
例

年
12
月
に
郵
送
し
て
い
ま
し
た
が
、

１
年
間
に
納
付
し
た
国
民
健
康
保

険
税
全
額
を
記
載
す
る
た
め
、郵
送

時
期
を
１
月
に
変
更
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
納
付
済
通
知

書
は
が
き
が
届
く
前
に
、申
告
等
で

書
類
が
必
要
な
場
合
は
、国
民
健
康

保
険
課
窓
口
で
書
類
発
行
の
申
請

（
手
数
料
３
０
０
円
）を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、納
付
し
た
金
額
確
認
の
み

の
場
合
は
、世
帯
主
か
ら
の
電
話
問

い
合
わ
せ
に
よ
る
回
答
も
可
能
で

す
。国
民
健
康
保
険
証
か
国
民
健
康

保
険
税
納
税
通
知
書
を
ご
用
意
し

て
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

介
護
予
防
教
室
参
加
者
募
集

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎（
８
７
6
）1
２
９
２

1
月
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
開

催
し
ま
す
。教
室
に
よ
り
、開
催
日

時
や
場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
、詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

人
で
、介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

人
。初
め
て
の
人
を
優
先
。

受
付
期
限

12
月
20
日（
水
）ま
で

申
込
方
法

い
き
い
き
高
齢
支
援

課
に
電
話
で
予
約
後
、窓
口
で
申
込

書
を
記
入
。

※
各
教
室
定
員
に
達
し
次
第
、受
け

付
け
を
終
了
し
ま
す
。

※
健
康
状
態
に
よ
っ
て
は
、医
師
に

よ
る
診
療
情
報
提
供
書
の
提
出
や
参

加
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ（
筋
ト
レ
）】

期
間

２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用

１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所

○
メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ム
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

○
カ
ー
ブ
ス
浦
添
宮
城
、浦
添
バ
ー

ク
レ
ー（
カ
ー
ブ
ス
は
女
性
専
用
）

○
ワ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
グ
沖
縄

【
ア
ク
ア
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
く
ら
ぶ

（
水
中
運
動
）】

期
間

２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用

１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所

○
Ｊ
Ｓ
Ｓ
浦
添
ス
イ
ミ
ン
グ
ス

ク
ー
ル

【
生
き
い
き
体
操
教
室
】

期
間

3
か
月
間（
週
１
回
）

費
用

３
か
月
で
２
４
０
０
円

場
所

○
メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ム
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

【
70
歳
以
上・
土
日
祝
日
限
定
】

ゆ
い
レ
ー
ル「
が
ん
じ
ゅ
う
１
日

乗
車
券
」の
販
売

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課
高
齢

福
祉
係

☎（
８
７
6
）1
２
９
２

市
内
高
齢
者
の
外
出
す
る
機
会

の
充
実
を
目
的
と
し
て
、沖
縄
都
市

モ
ノ
レ
ー
ル
の
各
駅
窓
口
で
、土
日

祝
日
に
限
り
、「
が
ん
じ
ゅ
う
１
日

乗
車
券
」を
販
売
し
て
い
ま
す
。

浦添市役所（代）☎（876）1234

と
が
大
切
で
す
。障
が
い
の
あ
る
人

が
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
求
め
て
い
る

か
を
聞
く
な
ど
、そ
の
人
の
個
性
や

能
力
が
生
か
せ
る
よ
う
な
配
慮
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

人
を
思
い
や
る
心
は
、誰
も
が
幸

せ
に
な
れ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な

が
り
ま
す
。障
が
い
は
誰
に
で
も
生

じ
る
可
能
性
の
あ
る
身
近
な
も
の

で
す
。ま
た
、障
が
い
の
種
類
や
程

度
、手
帳
所
持
の
有
無
、手
帳
の
等

級
に
よ
っ
て
受
け
ら
れ
る
福
祉
制

度
が
異
な
り
ま
す
。お
困
り
ご
と
が

あ
れ
ば
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
の
維
持
管
理

問
環
境
保
全
課

☎（
８
７
6
）1
２
５
０

浄
化
槽
と
は
、家
庭
か
ら
出
る
汚

水
を
キ
レ
イ
な
水
に
変
え
る
装
置

で
す
。水
洗
ト
イ
レ
で
下
水
道
に
接

続
し
て
い
な
い
家（
接
続
し
て
い
る

場
合
は
下
水
道
料
金
が
発
生
し
ま

す
）は
浄
化
槽
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、維
持
管
理
を
怠
る
と
浄

化
槽
の
機
能
が
低
下
し
て
臭
い
が

出
た
り
、最
悪
の
場
合
あ
ふ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。そ
の
た
め
、

●
年
に
一
回
以
上
は
汲
み
取
り
を

●
年
に
一
回
は
法
定
検
査
を

必
ず
次
の
業
者
に
さ
せ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。付
近
住
民
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
た
め
に
も
、浄
化
槽
の

維
持
管
理
を
き
ち
ん
と
し
ま
し
ょ

う
。

問
い
合
わ
せ

◇
法
定
検
査
機
関

（
社
）沖
縄
県
環
境
整
備
協
会

☎（
８
３
５
）８
８
３
３

◇
汲
み
取
り
業
者
・
許
可
業
者

許
可
業
者
①
山
川

☎
０
９
０（
３
３
２
８
）９
７
３
８

許
可
業
者
②
（
株
）イ
チ
ゴ

☎（
８
７
５
）０
８
０
１

◇
し
尿
・
浄
化
槽
に
つ
い
て
の
相
談

浦
添
市
環
境
保
全
課

☎（
８
７
６
）１
２
５
０

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

「
沢
岻
地
域
散
策
」参
加
者
募
集

問
浦
添
グ
ス
ク・よ
う
ど
れ
館

☎  （
8
7
4
）9
3
4
5

お
も
ろ
さ
う
し
に「
た
く
し
」と
記

さ
れ
る
古
い
集
落
の
沢
岻
に
は
、多
く

の
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。首
里
に
近
く
、

王
府
と
関
連
す
る
史
跡
も
あ
る
沢
岻

地
域
を
う
ら
お
そ
い
歴
史
ガ
イ
ド
と

巡
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時

１
月
21
日（
日
）午
前
８
時
30

分
～
９
時
受
け
付
け（
受
け
付
け
次
第

出
発
）、午
前
11
時
30
分
終
了
予
定

※
雨
天
中
止

集
合・解
散
場
所

沢
岻
自
治
会
館
前

※
駐
車
ス
ペ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。公

共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

コ
ー
ス

ア
ガ
リ
ノ
殿

と
ぅ
ん

跡あ
と

〜
根に

ー
ど
ぅ
く
る
あ
と

所
跡

〜
沢
岻
イ
リ
ヌ
カ
ー
〜
沢
岻
按あ

じ司
の
墓

〜
浦
添
御う

ど
ぅ
ん殿

の
墓
〜
合ご

う
し祀

祠
ほ
こ
ら

〜
沢
岻

慰
霊
碑
〜
沢
岻
ノ
ロ
墓ば

か

〜
カ
ニ
マ
ン

御う

た

き嶽
〜
沢
岻
樋ひ

ー
じ
ゃ
ー川

〜
ク
ィ
ー
ジ
墓ば

か

〜

中な

か

ぬノ
殿
跡
〜
お
も
ろ
の
碑
〜
下ひ

ち
ゃ
ぬノ

殿
跡

〜
根に

ー
が
ん神

屋や
ー

〜
根
神
ガ
ー
〜
村む

ら
や
ー屋

跡

対
象

小
学
生
以
上（
小
学
生
は
大
人

の
同
伴
が
必
要
で
す
）

費
用

大
人
・
子
ど
も
共
に
１
人

3
0
0
円（
保
険
料
な
ど
）

定
員

50
人（
要
予
約
・
先
着
順
）※
当

日
申
し
込
み
不
可

受
付
期
間

12
月
19
日（
火
）～
令
和

６
年
１
月
18
日（
木
）午
後
５
時
ま
で

申
込
方
法

浦
添
グ
ス
ク
・
よ
う
ど
れ

館
に
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。※

月
曜
休
館

演
劇「
亀か
め
い
わ岩
奇
談
」

問
ア
イ
ム・
ユ
ニ
バ
ー
ス
て
だ

こ
ホ
ー
ル

☎  （
9
4
2
）4
3
6
0

浦
添
市
出
身
の
芥
川
賞
作
家
・
又

吉
栄え

い
き喜

氏
の
カ
ー
ミ
ー
ジ
ー
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
作
品「
亀
岩
奇
談
」

を
舞
台
化
。

両
親
を
相
次
い
で
亡
く
し
、軍
用

地
を
相
続
し
た
和
真
は
、周
り
か
ら

お
祓
い
を
勧
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
ダ

ヤ
ー
だ
。「
ま
っ
す
ぐ
な
仕
事
」を
求

め
、母
の
生
ま
れ
故
郷
の
島
に
移
住

し
た
和
真
だ
が
、海う

み
せ
ん
や
ま
せ
ん

千
山
千
の
大
人

た
ち
に
翻
弄
さ
れ
る
。果
た
し
て
和

真
は
亀
岩
を
守
れ
る
の
か
？

日
時
12
月
28
日（
木
）午
後
7
時
開
演

場
所

ア
イ
ム
ユ
ニ
バ
ー
ス
・
て
だ

こ
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル

料
金

一
般
２
千
円
（
浦
添
市
民

割
）、高
校
生
以
下
５
０
０
円

※
未
就
学
児
は
入
場
で
き
ま
せ
ん
。

出
演

平
良
進
、当
銘
由よ

し
あ
き亮

、城
間

や
よ
い
、知
花
小
百
合
ほ
か

申
し
込
み
方
法

二
次
元
コ
ー
ド

ま
た
は
、て
だ
こ
ホ
ー
ル
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▲詳しくはこ
　ちら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
が
ん
じ
ゅ
う
１
日
乗
車
券
」と

は
、購
入
し
た
日
に
限
り
、ゆ
い
レ
ー

ル
全
線
が
乗
り
放
題
に
な
る
乗
車

券
で
、３
０
０
円
で
購
入
で
き
ま
す
。

対
象
者

満
70
歳
以
上
の
市
民

購
入
場
所

モ
ノ
レ
ー
ル
各
駅
窓

口
※
役
所
で
は
購
入
で
き
ま
せ
ん
。

利
用
で
き
る
日

土
日
祝
日
、慰
霊

の
日
※
敬
老
の
日
は
除
く

※
購
入
の
際
に
は
、年
齢（
生
年
月

日
）と
浦
添
市
に
住
ん
で
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
の
公
的
証
明
書
の
提

示
が
必
要
で
す
。

12
月
３
日
〜
９
日
は
障
害
者

週
間
で
す

問
障
が
い
福
祉
課

☎  （
８
７
6
）1
2
6
7

障
害
者
週
間
は
、国
民
に
広
く
障

が
い
者
へ
の
福
祉
に
つ
い
て
関
心

と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、障
が

い
者
の
社
会
参
加
意
欲
を
高
め
る

た
め
に
、障
害
者
基
本
法
で
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

障
が
い
に
は
、「
視
覚
障
が
い
」、

「
聴
覚
障
が
い
」、「
肢
体
不
自
由
」、

「
言
語
障
が
い
」、「
内
部
障
が
い（
内

臓
機
能
の
障
が
い
）」、「
精
神
障
が

い
」、「
知
的
障
が
い
」、「
発
達
障
が

い
」な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、

症
状
に
も
違
い
が
あ
り
ま
す
。

障
が
い
の
あ
る
人
は
、お
店
の
中

や
乗
り
物
な
ど
、日
常
生
活
の
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
で
不
自
由
さ
を
感
じ
る

場
面
が
あ
り
ま
す
。そ
の
解
消
の
た

め
に
は
、社
会
全
体
で
障
が
い
を
正

し
く
理
解
し
、相
手
の
立
場
で
積
極

的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
意
識
を
も
つ
こ

償却資産の申告が始まります！
資産税課 ☎（876）1729問い合わせ

　償却資産とは、法人や個人が事業のために所有している構築
物・機械装置・船舶・器具備品などを指します。
　償却資産とは、法人や個人が事業のために所有している構築
物・機械装置・船舶・器具備品などを指します。

❶１月１日時点で市内に償却資産を所有している人、または
　市内の事業所に償却資産をリースしている人。
❷前年中に資産の増減がない場合や、廃業・解散の場合も申
　告が必要です。（備考欄にその事由および時期を記載してください）
❸住宅に設置している太陽光発電設備でも申告が必要な場
　合があります。
・個人または法人の所有する事業用設備（発電出力量問わず）
・個人（住宅用）の設備で発電出力が10kW以上

❶１月１日時点で市内に償却資産を所有している人、または
　市内の事業所に償却資産をリースしている人。
❷前年中に資産の増減がない場合や、廃業・解散の場合も申
　告が必要です。（備考欄にその事由および時期を記載してください）
❸住宅に設置している太陽光発電設備でも申告が必要な場
　合があります。
・個人または法人の所有する事業用設備（発電出力量問わず）
・個人（住宅用）の設備で発電出力が10kW以上

市内で事業を行っている事業主の皆さんへ

■申告が必要な人

■償却資産の例

■申告期間

午前８時30分～午後5時１５分（正午～午後1時を除く）
令和６年1月4日（木）～31日（水）

提出書類および提出方法については、市ホームページをご覧いた
だくか直接問い合わせください。

飲食店・商店・小売店
厨房設備、接客用家具、テレビ、
商品陳列棚、レジスターなど

理容・美容・病院
理・美容イス、洗面台、医療器具、
ベッド、応接セット、看板など

賃貸住宅・家具付マンション・
事務所・有料駐車場
駐車場、外構工事（フェンス、植栽など）、
屋外給排水設備、ルームエアコン、
消火器、看板、監視カメラなど




